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90年代アメリカにおける宗教活動の自由
宗教の自由回復法（RFRA）の顛末

山　口　　　・智

I。．厳格な審査の放棄　　スミス判決

I．宗教の自由回復法の成立

並．下級審判決における法の運用

IV1最高裁による違憲宣告　　フローレス判決

V1現状と展望

　1990年代のアメリカ連邦最高裁は，合衆国憲法修正1条の宗教条項「連邦

議会は，国教の樹立に関する法律や，宗教活動の自由を禁じる法律…を制定

してはならない」に関して，いくつかの重要判決を下してきた。このうち国

教禁止条項については，見通しをつけ難い状況にある。ただ，70年代から用

いてきたレモン基準には触れず，かと言って，それを明確に放棄することも，

新たな一般的基準を示すこともなく，事例ないし領域ごとの判断を繰り返す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l1〕
中で，次第に国と宗教との関わりを緩やかに認めていく傾向が見られる。一こ

れに対して，宗教活動の自由条項については，60年代以来の厳格な審査

（StriCt　SCrutiny）を，重要な部分で放棄することを明確にしたようである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／2〕
本稿では，宗教活動の自由に関する近年の動向を取り扱う。

（王）拙稿「公的空間における宗教的展示」神戸外大論叢49巻7号85頁以下（ユ998）は，この状

　祝に部分的検討を試みてい．る。

（2）本稿は，拙稿「信仰と世俗的法規制（王〕一（2・完）」六甲台論集（神戸大学大学院）41巻

　　1号141頁，41巻2号64頁以下（1994）の増補にあたる。
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I．厳格な審査の放棄一スミス判決

　90年代の最高裁は，宗教活動の自由について一，重裏な判例変更を行なうと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛ヨ〕
ころから出発した。この領域で従来の最高裁は，1963年以降，厳格な審査の

手法を用いてきた。。すなわち，規制が宗教活動の自由に負担を課すものとし

て争われた場合，政府側が，①規制が「極めて重要な公の利益（compe11ing

State　intereSt）」の達成に必要で，②制限の少ない方法（1eSS　reStriCtiVe

a1ternatiVe）では目的が達成できないことを立証できなければ，規制の免

除を認めるというのである。この手法は，一般には宗教的に申立と見られる

規制でも，たまたま特定宗教の信仰と衝突する場合には，規制の適用を免除

することによって，信者の葛藤（信仰を守って不利益を被るか，信仰を破っ

て規制に従うか）を取り除くという特色をもつ。いわゆる「適用違憲」の一

方法と言えよう。

　ところが，この手法によって規制の免除を認めたのは，安息日を理由とし

た失業に対する失業補償の給付と，近代文明を拒む信仰を理由とする義務教

育の二部免除を認めた2つの領域，5つの判決にとどまった。80年代には，

厳格な審査によって免除を拒んだり，厳格な審査の適用そのものを回避する

判決が繰り返され，最高裁の消極的な姿勢が次第に強まる。そして1990年に，

厳格な審査を大部分の領域で放棄する判決がなされた。

　Emp1oyment　Division，Oregon　Department　of－Human　Resour㏄s÷．

Smithは，インディアン教会の宗教儀式でペヨーテという幻覚剤を使用した

ために，アルコール・麻薬乱用者を社会復帰させる民間組織を解雇された者

が失業補償の給付を求めた事件である。州の雇用局は「職務に関連した非行」

を理由に給付を拒み，州最高裁は，厳格な審査によって給付を拒否できない

と判決したが，連邦最高裁はこれを破棄した。

　スカーリア判事の法廷意見は，法規制の免除を認めた判例自体が「なかっ

（3〕　Sborbert　v．Vemer，374U．S．398（1963）．
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たもの」・としている。「判例は一貫して，自由な宗教活動の権利は，個人が

有効かつ中立的で一般に適用可能な（genera1app1icabi1ity）・法律に従う義

務を，宗教が命じる（または禁じる）・行為を法が禁じて（または命じて）い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍑〕るとの理由では免れさせないとしてきた」。厳格な審査が適用されるめは，

①宗教活動そのものを規制する場合，②宗教活動の自由が，言論・出版の自

由等，他の憲法上の権利保障と結び付いている場合（判決は「複合状況

（hybrid　situation）」と呼ぶ），③失業補償の給付のように，政府が申請者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛ヨ〕
個人について適格審査を行なう場合，等に限られる。

　厳格な審査の手法にも，厳しい批判を加えている。「極めて重要な政府の

利益という要件は，他の分野では取り扱いの平等や，競合する言論が規制抜

きで流れるという憲法規範を生ん一だが，宗教の自由の分野では，一般に適用

可能な法を無視する私的権利一という，憲法上の変則（白nOma1y）を生むであ

ろう」し，」 u『極めて重要な利益」が文字通りの意味であれば，多くの法律が

基準を満たさないであろう。そのような制度をとる社会は，無政府状態を招

　　　　　　16〕
くことになる」。

　規制の免除を認めるのは裁判所ではなく，政治過程である。「宗教的慣行

について差別の＝ない免除は認められ，望一ましいとさえ言っても，憲法は一先一際

を要求しておらず，裁判所は免除を認める適切な機会を識別できるわけでは

ない。政治過程に調整を委ねることで，広く行なわれてはいない宗教的慣行

が相対的に不利な立場に笹かれることはあり得る。しかし，個人の良心がそ

れぞれの法となる…制度より，民主政治に不可避の結果を選ばなければなら

　　17〕
ない」。

　　　　　　　　　　　｛宮〕
　判決は5対4という僅差で下され，法廷意見の内容も，強引な判例操作に

（4）494U．S．872，879・（ユ990〕．

（5）〃．・t881－82，884．

（6）∫d．・t886，888．

（7）〃．at890．
（8）オコーナー判事の緒論同意意見一（部分的に3人の一判事が同謝と，一ブラックマン判事の反

　一対意見（2人が同調）は，厳格な審査を一般的審査基準として維持することでは一軍する机
　　ペヨーテ使用の規制が極めて重要な公の利益に当たるか否かで分かれた。
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。よって，判例変更ではないとの外観を取り一つつ，⊥般的な審査基準と考えら

れてきた厳格な審査を大部分の領域で放棄するものであったため，・多くの憲

法学者や宗教団体はこの判決を激しく非難した。そして1「政治過程」・は，．こ

の判決を正面から否定する方向に動いた。

皿．宗教の自由回復法の成立

1　連邦議会　　スミス判決の否定

　スミス判決を覆す立法を目指す動きは，判決の年から既に現れてい。たが，

1993年，．連邦議会は圧倒的・多数によ一って，「．1993年宗教の自由回復法

（。Re1igious　Freedom．Restoration　Ac七Qf1993）」を可決し，大統領が直

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1宮〕ちに署名して同法は発効した。．その主な内容は，以下の通りである。

　①立法目的：連邦議会は，従来の判例が設けてきた，。極めて重要な利益の

基準が，宗教の自由と，競合する政府の利益とを適切に衡量するために運用

可能な基準であると認識する。本法の目的は，同基準の復活にある（2条）。

　②審査基準：連邦及び州政府は，宗教活動に実質的な負・担（subst包n七ia1

burden）・を課してはならない。例外として，極めて重要な利益を増進し，

そのためにもっとも制限の少ない方法である場合にのみ，負担を課すことを

認める（3．条）。

　③適用範囲：本法は，制定の前後を間わず，連邦及び州の法や，一その実施

に適用される・（6条）。

　④国教禁止条項との関係：本法を，憲法修正1条の国教禁止条項に影響を

及ぼすも・のと解してはならない（7条）。

　これは明らかに，厳格な審査を放棄したスミス判決を批判し，同判決以前

への回帰を求めるものであった。最高裁が判決で示した憲法解釈を，連邦議

（9〕42U・S・C・§§2000bb七〇2000bb－4（199斗）．成立の経緯については，花見常幸「アメリ

　　カにおける信教の自由に関一する判例法の展開一最近の最高裁判決とこれに対す一る議会の
　　立法的対応を中心と1して」宗教法ユ4号165頁以下（1995〕を参照。

　　　　　　　　　　　　　　　（90）



会が法律によって否定しためである・しかし，結果から言えば，裁判所が持

て余したものを再び押し付け一る試みば，短期一間そ挫折することになった。

2．最高裁一スミス判決め維持一

　最高裁は，一宗教の一自由回復法め審議’を横目にし．なが。ら、Ohurch．of’北he

Lukumi　Babalu　Aye，Inc．v．City　of　Hi血1eahで；又ミース判決を確認した二

ただし，本案については厳格な審査によ名違憲判決で一ある。サンテリア

（Sante曲・）教会は…動物の生費を宗教儀式．に用いる慣行があ≡り，教会の．進

出に不安を抱く住民の意向によって，市は盲動物の生費や，生費’にする動物

の飼育等を禁じ’る決議及び条例を採択した。教会側は一条例等の違憲を主張し，

地裁と控訴裁は合憲判決を下し・たが，最高裁は一こ札を被棄一した。決議及び条

例一を違憲無効とした結論は全員デ教であったが，その論理は分かれ・た。

　a）ケーネディ判事の法廷意見は，スミス判決一を前提に，条例等が中立で一

般に適用可能な規制に当たるかを検討した。

　中立性：禁一じ’られる生費の定義は，ユーダキ教の戒律に従った（kosher）屠

殺を対象外とする内容になっており，一市が主張する」立法目的に＝つ一いて一も．；

①不適切な廃棄物処理が公衆衛生1を害する一のであ一札は，・有機廃棄物の処理一

般に対す・る規制がで一きる，②動物の虐待を防ぎ，適切な世話．をさせるには。、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo〕条件二や取一り扱いの規制が論理的であ・ると指摘す一る。そして一，「条例は；用語

自体がサンテリアの宗教活動を狙い撃ち・にしている。…宗教によ・る動物の殺

害を禁じ名が，ほとんどすべてめ世俗的な殺害を除外する・よう・に留意一して）一・

一る。条例は，それ・を擁護する際に主張一された，正当な・目的を達する必要をは

るかに越えて，宗教的行為を抑圧して一いる。・これら一の条例＝は中立的ではない」

　　　　値〕
と述べる。

（・！0）　章08．U．S二520，538－39　（1993），．

（11）∫♂a士542。ケネディ’判事は，条例の立法過程からも」中立性を認め；ら．れないと論一している

　が、この部分に同調したのはステイーヴンス判事のみで．法廷意見にはなっていなジ（工d．
　a土540－42）。

　　　　　　　　　　　　　　　（9！）



　適用の一般性＝「条例は，市が主張した目的に対して過小包摂．（under

｛nC1uSiVe）一である。公衆衛生の保全や，動物虐待を防ぐという利益について，

サンテリアの生費と同様またはそれ以上に危うくする非宗教的行為［釣り，

ネズミ駆除，遺棄動物の安楽死等コを，条例は禁．じていない」と述ベセ，

「条例は，宗教的信念に動機付けられた行為についてのみ，．．・市の公的列挙を

　　　　　　　　　　　　　　　　○ヨ1
追求している」との結論を下している。．

　一こうして条例の申立性，一般性を否定．し，「条例の目的は，サンテリアの

礼拝儀武の中核的要素を抑圧すること」一にあ．り，「条例は，こ一の［厳格なコ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○呂〕審．杏と両立できない」と判断・したのである。

　b）スーター判事の一部同意・結論同意意見は，宗教活動の自由が，宗教

的信念または一贋行を抑圧する政府行為を禁じていると述べる法廷意見に同意

しながらも，法廷意見が前提としているスミス判決について，その「準則は，

従うに値するものか疑問を持つ」と述べ，詳細に批判を展開している。

　①宗教的中立性は，宗教を差別する法を禁じる「形式的中立性」にとどま

らず，形式的に中立な法の免除を認めるこ・とで宗教の相違に配慮する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○え）（a㏄ommodate）・「実質的中立性」をも含んでいる。

　②従来の判例には，．宗教の自由が問題で・あることを明言して，中．立で一般

に適用可能な法を対象に厳格な審査を行なったものも多く見ら・れる。スミス

判決は，従来の判例との両立を図るために，さまざまな判例を区別している

が，説得力がない。r［厳格な審査の対象になるとされるコ複合請求が，単に

他の憲法上の権干，」が関わるものであるのなら，それはあまりに広範で．，スミ

ス判決の準則をも飲み込むことになろう」。スミス事件自体，ペヨーテを用

いる儀式には言論の自由や結社の権利が関わっているからである。結局，ス

（12）〃．at543－45．

（13）∫d．且t534，546．スカーリア判事の一部同意・結論同意意見（レーンクイスト長官が同調）

　は、①中立性と適用の一般性を分けて検討する必要はない，②修正1条の領域では，規制法

　の立法者意恩を検討する必要はなく，法の効果を検討すれば足りると述べる（∫d．at557－
　58）。

（ユ4）〃．盆t561－62．

　　　　　　　　　　　　　　（92）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ヨ〕
ミス判決は，従来の確立した判例と調和しない。

　③スミス事件の当事者は，厳格な審査を採る判例を前提に弁論を行なって

おり，そのように不十分な弁論を経て厳格な審査を放棄するめは，先例拘東

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11創
性の原理（stare　decisis）に照らしても問題である。

　かくしてスーター一判事は，申立で一般に適用可能な法規制が問題となる一事

件が現れたときに，スミス判決を再検討すべきであるとして一いる。

　と）ブラック’マン判事の結論同意意見一（オコーナー判事が同調）は，スミ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oηス判決の時と同様に．厳格な審査の復活を主張している。

　判決は，規制の免除を認める非宗教的行為が存在する場合，宗教的行為に

も免除を認めなければ，「申立的でない規制」となり得ることを述べ，スミ

ス判決の下でも，厳格な審査の余地が意外に残されていることを示した。

　この事件に関して，興味深い挿話がある。宗教の自由回復法の主唱者であっ

たソラーズ（Stephen　So1arz）下院議員は，連邦議会からも（教会側に立つ）

法廷助言者としての意見書（ami㎝s　briθf）を出そうとしたが，上下両院議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○部員は誰二人，意見書に署名しなかったという。宗教の自由回復法が，広範な

一般法の形をとったのも，このように「不人気な宗教」が不利な立場に道か

れることを避けようと・したためであった。

皿．下級審判決における法の運用

　宗教の自由回復法（RFRAと略称された）は，各地で多くの訴訟を生ん

だが，それはいかなる結果をもたらした・のであろうか。ここでは連邦控訴裁

を中心に，下級審判決の傾向を概観する（以下，特に断りがなければ連邦控

訴裁の判決である）。

（五5）〃．at566－67，570－71．

（ユ6）〃．at57！－72．

（ユ7）〃．呂t577－80．

（ユ8）Doug1a畠Layoook，Co几。⑳加α；G阯伽加α亡ツ。∫月。目加“．F正。脳，39WM．＆MARY　L．

　　REv．743，776　（1998）、

　　　　　　　　　　　　　　　（93）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○目〕
　ルフ（L　C．Lupu）の研究は，次の数字・を示してい一る。

　（1．．）判決数1168件（連邦裁判所で144件，州裁判所で24件）。

　（21）事件の領域1刑務所関係（囚人による訴え）・が約6割・（連邦94件，・

　　少卜15イ牛）。

　（3．）勝訴判決数．：25件（勝訴率は約15％）。・内訳は刑務所関係で9件（連

　　邦のみ），その他16件（連邦9件，．州7件）・。

．刑務所関係の事件が多かったのは，・スミス判決以前の判例が，刑務所当局

　　　　　　　　　　1！o〕
の判断を尊重していたのに対し，・新法は刑務所関係事件への適用を排除して

おらず，大きな期待が持たれたためである・。

　宗教の自．出回復法が，期待された成果を一残さなかったのは，法がスミニス

判決以前り判例法理を単純に。復活させた一とご．ろに丁囚がある。従来の．判例

自体，。「厳格な審査」．，という．見かけほどには，宗教活動の・自由に対して好意

　　　　　　　伽〕
的ではな二か？た。これには一さまざまな理由があ？．た．が，．法理論上のものと

して一二一二つの点を挙げる二．とができる．。一前述．の．よ．うに、刑務所については

当局者の判断を尊重。してレ。吹。また，規制が宗教活動に実質。的李負担二を課

していることが，厳椅な審査を行なう要件だが，そ．の要件を狭く・解．し。て，

　　　　　　　　　　　　　　　　　｛朋〕
厳格な審査を回避する傾向があった。。このよ。うな状況は，新法の成立後．も

続いたのである。

（19）　Ira　C．Lupu，τ加Fα舳r巴。∫月F月λ、20U，ARK．L1TTLE　RocK　L．J．575，590－91（ユ998〕．

　払．ムt＝6q3－17には判決∵覧がある；＝一．下級審判決の傾向については，」花見常幸・「信教の自・由

　回復法と合衆国最高裁の判断」宗教法17号202－213頁（1998）も参照。
（2q）O’Lbpo　v，Est争te．lof　Sh白ba。。，宰82U．S－342・」（＝1987）．1・イスラム教偉が．刑務所内でg週

　　1回の宗教集会に参加するために施設外作業の免除を求めたが退けられた。
（21）　3ame昌E．Ryan，Note，S肌圭肋α兀d　肋e月ε正士g｛o砒邊Frεεdo㎜　月e就rα帥πλo亡’λ々

　エ。o兀。〇三α苫正三。　A8舳m例亡，78VA．L．REv．1407（1992）．この論文の付表では，1白63年から90

　隼にかけて宗教活動の自由が争われた連邦控訴裁判決が列挙され；勝訴12件．敗訴85件とし

　ている。
（22）最高裁判決では，Lyng　v．Northwo昌t　Indian　Cemotery　Pr〇七eoti平e　A昌阜。ci盆tion，485

　U・S・439（！988）がある。・歴史的に先住アメ．リガ人が宗辞目的で使用して．し味埠域を通る道

　路建設の計画は，宗教活動に対する強制には当たらないとの理由からである。．
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1、「実質的な負担」の解釈一厳格な審査の適用範囲

　1）宗教教義と行為の関連一性

　厳格な審査の適用範囲を限定するために多用さ札たのは，「実質・的な負担」

の存在を，宗教が禁じる行為を政府が求め，または宗教が命じる行為を政府

が禁じている場合1このみ認める手法である。宗教が直接命じていることが問

題にならない限り，．実質的一な負担とは言えないとして，実体判断＝厳格な審

査を一避けるのである。

　Gobda11v．Stafford　Coun七y　School　Boardでは，宗派学校に通う聴覚

障害を持つ子供が，教育委員会に手話通訳者を付けるように求めた。判決は，

宗教的信念が禁じる行為の強制も，一宗教が命じる行為の禁止もな一く，（単な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1盟〕る）経済的負担は実質的な負担には当たらないとしている。またCheffer　v．

Reno一では，妊娠中絶に反対する活動家が，中絶反対派の実力行使による一診

療妨害を規制するクリ三ック受診自由法（Freedom　of　A㏄ess　to　C1inic

Entrance　Act）は，・中絶反対派の宗教活動の一自」由を侵害し，一宗教の自由回

復法に反する一 ﾆ主張した。しか一 ｵ判決は，①中絶反対派は，中絶は殺人であ

るとの真筆な信念を持っているが，その宗教活動は，実力による妨害を一 ｽじ

ていない，②受診自由法は，実力による妨害にわたらない限り，中絶反対の

信念を表現する機会を十分に与えていると，の理由から，受診自。内法は実質的

　　　　　　　　　　　　　　　　1別〕
な負担を課すものではないと述べた。

　さらに狭く解するのは，囚人がペンテコステ派の形式・による一十分な礼拝を

求めたBryant　v・．Gomθzである。判決は，＝囚人が主張する・礼拝方法等を信

仰が命じており，それによらなければ宗教の命ずるところを実現そきないこ

とを証明していないとして訴えを退けた。その中で，宗教活動に対する負一担

は，「実質的で，かつ宗教教義の中核となる信条または信念に対する干渉」

　　　　　　　　　　　　　　　㈱〕
でなければならないと述べている。

（23）　60F．3d168，172－73（4もh　Cir，1995），cεrt．dθれ圭巴d，u6S．Ct．706（｝996）．

（24）　55F．3d15！7．1522（工工th　Cir．ユ995）．

（25）　46F．3d948，949（9th　Cir．1995）．

　　　　　　　　　　　　　　　（95）



　「宗教が命じる」あるレミは「教義の中核となる’信条」とい。った判断要素は，

宗教が明確な命令や指示の体系であると見る狭い観念に基づくものと言える。

宗教の教典等はしばしば多義的であり，聖職者や信者の間で教義の解釈がさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱〕
まざまに論じられること」を考えると，このような手法は不適切であろう。

　これに対して，・宗教的信念によって動機付けられている（にとどまる）行

為が関わる場合でも，負担の存在を認める判決がある。Mack　v．O’Leary

は，イスラム教徒の囚人が，祭日の儀式を十分に行なえるように求めた事件

である。判決は，控訴裁の判断が巡回区によって分かれている状況を整理し，

実質的な負担の内容として，「宗教的信念の中核となる信条を現わす行為あ

るいは表現の禁止または抑制，または信念に反する行為あるいは表現り強制」

と並んで，「宗教的に動機付けられた行為を控えるように．強いる」ことを挙

げている。負担を広く解する理由は，①カトリック教徒がロザリオを繰って

祈ったり，正統派ユダヤ教徒がヤムルカ帽をかぶるように，宗教が命じては

いないが，信者にとっては重要で，．その否定は宗教的自由を大きく減じると

考えられる行為があ．り，②宗教が信者に命じていることの解釈・確定の過程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛朋〕
が明確な階層的宗教と，そうでない宗教があることである。ただしこの判断

は，必ず．しも刑務所関係事件に対する救済を広げるものではない。判決は，

連邦議会の立法記録が，一 Y務所当局者の判断を尊重すべきことを指示レてお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛蝸〕
り，「囚人訴訟の氾濫」にはつながらない，とも述べているのである。

　2）少数派教義の軽視

　また，裁判所はしばしば，宗派間の相違を軽視する．態度を示した。これが

問題となったのは刑務所関係事件であ．り，礼拝のための時間や場所等の宗教

的便宜を当局が提供する場合，一般に主流派・多数派の宗派を念頭に置くこ

とが避け難い。裁判所は，当局者の判断に対する敬譲を背景に，「大は小を

（26）　Dani〇三J．Solovo，Noto，Fα三肋Pro∫αηε”丁如月目侮三〇阯色Fr豊色do㎜五目前。rα圭三〇几λo亡

　　α兀d肋妙㎝1η亡加P・1・㎝・，106Y…　L．J．459，477（！996）．
（27）　80F．3d1ユ75，n79（7th　Cir．ユ996），cεr亡．grα就εdα兀d加dg直π肥枇Uαoα亡直dろツ，0’Loary

　　v．Maok，ユ1葛S．Ct．36（1997）．

（28）　80F．3d　at　1180．
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兼ねる」的な立場によって少数派宗教の信者の訴えを退けたのであ」る。

Johnson　v．Bakerでは，イスラム国家（Nation　of　Is証am）に属する囚」人

が，通常のイスラム教の儀式に参加せざるをえないのは，実質的な負担に当

たら一ないとした。判決は，教義の違いは一再生一（reinCarnatiOh）に関する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛朋〕信念と，礼拝時の身体の位置の二つにとどまるとしている。

　3）・規制が宗教に及ぼす影響

　政府の行為が宗教に一もたらす影響の質によって，厳格な審査の適用を限定

する。手法も一ある。「禁止」一は，決定的な影響をもたらすが，「抑制」の場合，

宗教活動はコストがかかるものになる≡が，禁止されるわけではない。土地利

用に対する規制が代表例で・ある。そこで，宗教が動機付ける行為を抑制する

規制の場合；法適用・の対象を，．一その宗教にとって中核的な慣行が関わってい

　　　　　　　　　　　　　｛30〕．
るときに限るというわけである。

　Intθrnationa1’Ohurch　of　the　Fourさquare　G6spel　v．Ci七y　of　Chicago

Heightsは，市が，商業用途地域のデパート跡地に教会を建設するための特

別許可を拒んだことが争われたが，地裁判決も仮差止命令を認めなかった。

宗教的信念を」理由に利益を奪ったり’処罰するわけ」ではなく，一 ｳ会への影響は，

「どこで宗教活動がで一 ｫるか」という．点にとどまる。教会は市め6割を一占め

る住居地域に建設でき。るから，不許可処分は実質的な負担を課すものではな

　　　（宮1）いとする。また，Daytona　Rescue　Missioh　Inc．＝v1DaytonムBeachで二も，

非営利宗教法人が，教会付属施設と一しでホームレスに食料二・宿泊提供施設を

建設するための許可を求めたが，地域地区条例が定める一「礼拝目的に通常関

連する活動」に当たらないとして拒否された。条例は市の全域に建設を禁じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヨ呈〕てはおらず，不許可処分は実質的な負担に当たらないとしている。

2．「厳格な審査」の実態

（29）　67F．3d299　（6th　Cir．ユ995）；舵ε．So1ove，ψρrαnoto26，at478．

一（30）　Lupu，3μρrαnote19，at595．

（3／）　955F．Supp，878，880（N．D．I11．1996）．

（32）　885F．Supp．1554．1560（M．D．F1畳．ユ995）．
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　「実質的な負担」が認められ，「厳格な審査」を適用して実体審理に至った

　　　　　　　　　　（盟〕
事件は．あまり多くない。

　A．刑務所関係

　厳格な審査によって訴えを認めた刑務所関係事件は，身体の自律に関わる

ものであった。

　（1）身なり：Luckette　v．Lewisは，宗教規則に従って調理された食物

を摂るこ・と，あごひげをκインチに保つこと，頭の覆い・（headcover）の着

用を認める仮差止命令を認めた。地裁判決は，予算や安全に関する当局の主

張について，食事はさしたる支出を伴わず，短いひげが逃亡に悪用される恐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（明〕れや…覆いの色が房内での暴力事件につながる恐札は少ないとしている。

　（2）宗教的象徴：Sasnett　v．Sリ11ivanは，十字架付き．ネックレスの着用

を認めた。十字架は，多くのキリスト教徒にとって中心的象徴であり，ネッ

クレスは小さくて武器にできず，．武器と交換できる価値もなく，・仲間を集め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛朋〕
る印しにもならず，安全上の問題はないと述べている・

　（3）医療検診：Jo11y　v．Cough1inは，・人工物の注入は罪であるとして，

注射による潜在期縞核検診を拒んで医療用独房に収容された者を，独房から

開放する地裁の仮差止命令を支持した。結核の蔓延を防ぐことは極めて重要

な利益としながら．も，①潜在期検診で陽性反応が出た者が投薬を拒んでも医

療用独房に収容されていないのに，．本件では3年以上収容が続いていること

を理由に，独房収用には極めて重要な利益を認めず，②制限の少・ない方法と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朋〕
して，胸部X線検査による検診を指摘し．てい・る。

　しかし，．宗教活動そのものについて訴えを認めた事件はない。裁判所は，

行刑上の利益を評価するに当たり，「事実と資料を質し，刑務所当局に十分

（33）敗訴143件のうち10ユ作が，入口審査（実質的な負担）で退けられたという。Lupu，3ψrα

　n〇土3　19，里t594n．86．

（34）　883F．Supp．47エ，480－82（D．Ariz．19包5）．

（35〕　91F．3d　lO18．1022－23　（7th　Cir．1996），Uαo％edα兀d．r虐ηαπd宮∂，n7S．Ct．2502

　（1997）．

（36）　76F．3d468，477－79（2nd　Cir．19a6）．
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な証拠を求める」よりも，「［行刑コ方針がいかに推論に基づくもの一であって

も、ほとんど完全に刑務所当局を尊重する，鵜呑み（nohskeptica1）の手法」

　　　　　　　　　　1宮7〕
によることが多かった。Hamiton　v．Schriroは，頭髪規制について，刑務

所内の安全と。秩序は極めて重要な利益であり，逃亡者の人定や武器の隠匿防

止等に有用な長・さの規制は，一もっとも制限的でない方法であると認めている。

この事件でほ，先住アメーリカ人教会の儀式の一つであるスウェット・ロッジ

（一sweat1odge＝ドーム状の小屋を造り，光を遮断した一内部で，焼いた右に

水を掛けて蒸気を満たし，裸になった参加者が数時間にわたって祈る）の禁

止についても争われた。判決は，儀式で使われる道具が武器となる危険や，

外からは内部が見えない小屋の中で儀式が行な一われる宰警備上の問題があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱1り，全面禁止以外の制娘的でない方法は示されていないと述べた。

　B．一般社会関係

　この領域で宗教側の主張を認めた事件は多彩である。

　（＝1）土地利用規制：教会が，貧困者に対して衣食住を提供する活動・には，

周辺住民から，騒音や，物乞い，一盗み；不法侵入等の迷惑行為の恐れといっ

た理由から反対の声も上がる二Westem」Presbyterian　Church　v．Board　of

ZbninξAdjust㎡entは，教会によるホームレスヘの給食を禁じる土地利用

規制委員会の決定を差し止めた事件である。地裁判決は，宗教的礼拝に不可

欠な慈善行為め観念が，主要宗教の中核的信条であ。ることを前提に，教会は

地域への責任を自覚しており，十年以上事件もなく給食を行在ってきたこと

から，将来も近隣住民に危害を及ぼさないように活動が行なわれえと述べて，

　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱〕極めて重要な公の利益を認めなかった。また，Jesus　Center　vl　Farmingt㎝

Hi王1s　Zoning　Boardは，土地利用規制委員会が，貧困者に衣食を提供して

（37）　So1ove，3砒ρFαnote　26，at481．

（38）　74F．3dユ545．1555－56，rε〃g伽bα伽d帥圭εd，74F．3d　ユ545　（8th　Cir．1996），o直材．

　　d飢…色d．117S．C七．／93（1996）．

　　　この他に，Ru昌t　v．C1arke，883F．Supp．1293（D．Nob．1995），α〃三r肌εd，89F．3d84！

　　（8th　Ci・．），oθ材．d刎三εd，1工7S．Ct．398（1996）は，刑務所の空間、時間，人員，財源を多様

　　な宗派に公平に配分することが極めて重要な利益であるとして，訴えを退けている。
（39〕　862F．Supp．538，544－46（D，D．C．1994）．

　　　　　　　　　　　　　　　　（99）



きた教会．に対して，宿泊雄設の新設許可を拒んだ事件であろ。州控訴裁判決

は，・①貧困者への宿泊提供は信仰の表現であ．り，施設の移転は実質的な負担

となると認め，②‡・地利用規制は，重要な財摩的利益を保護．し，

地域で競合する財産利用を調整する正当な方法であり，委員会の行為は極

めて重要な利益を増一?ｷるものであるが，③教会は申請手続等において，市

当局と協力して宿泊施設を運営し，地域の不安を和らげる意思を表明してい

ることから，不許可処分はもっとも制限の少ない方法の要件を満たさないと

　　　　1珊〕
している。

．（2）破産財産g保全＝In－re．You㎎は，破産者の教会に対す一季寄付を，

破産法による財産回収の対象外とした。破産法は，破産者が破産手続の開始

から一年前までに行なった，合理的対何を伴わない財産移転を回収できると

定めている。教会への献金は，合理的対価を伴うとは言い難いために，回収

の対象になるかが魚やれたのである。判決は，寄付が宗教的信念を表明する

軍要なチ睾であ一り，破産法の適用は，破産者の宗教活動に実質的な負担を課

すものと静めた。そしてスミス判決以前の判例に照らし，破産手続は，国家

や社会の安全，一租税の徴収竿に匹敵する重要性を持つとは言えず，詐欺的財

産珍事云を防ぐことに宗教活動の自由の観点から例外を設けて．も，．破産制度を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛蛆〕
害するもので…‡ないとして，規定に極めて重要な利益を認めなかった。．

・（3）犯罪捜査時の盗聴：Mρckaitis　v．Harc1eroadは，一殺人容疑で収監

された者が司祭に対して行なった告白を検察官が録音していたことが問題仁

なった。判決は，・①録音は，被収監者の告白に介入し，告白者の安心感を脅

かす；とで，その宗教活動の自由を妨げ，司祭が青白者の望む秘跡を執り行

うことを不可能にすると述べ，②通常g捜査活動によ．って検察官惇必要な証

拠を入手できるから，録音はもっとも制限の少ない方法ではないとした。し

（40）544N．一W．・2d698，703－05（Mioh．App．1996）．

（41）　8著F．3d14071－141自一20　（8th　Cir，1996），Uαcα旋dαnd　r百腕απd虐φ　n7S．Ct．2502

　（1997）．
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かし，③テープの保管と公表（裁半岨での利用）・’については，司祭は不快感一を

感じるが，被収監者は’無実を証明するために公表を望んでお’り，司祭も，告

白内容め自発的今表はあり得ることを承知してい名と述べ，司祭の宗教活動

　　　　　　　　　　　　　㈹．に対する負担を認めなかった。

　・（4）生徒の武器携帯規制1Chθema・v．Thompsonは，シーク教カールサ

派の子供が，公立学校生徒の武器携帯禁止に対する差止を求・めた。宗教の基

本的信条が，儀式崩ナイフを常に着用することを命じているというめである。

判決は，校内の安全は極めて重要在利益に当たるが，。着用の全面禁止だけが

学生の安全を適切に守る手段ではないと述べ，着用方法の制限を条件に登校

　　　　　　　　　　　　　（43〕を認めた地裁判決を支持した。

　（5）稀少動物の保護：United－States・v，Gbnza1esでは，インディー一アン

教会の宗教儀式に使うハクトウワシを無許可で殺した者が起訴さ一れた。地裁

判決は，絶滅危惧種法（旬ndanまerθd　Sp色。ies・Acも）等わ定める許可制に極

め七重要な利益を認めたが，許可申請の際に，・宗教儀式の名称や，宗教上の

長老による証明を示すように求めるのは，儀式の秘密を害一し，過度に宗教情

報の開示を求めることに一なるとして，制限め少ない方法による規制の要件を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽〕満たしていないと述べ，被告人による訴え却下の申し立てを認めた。しかし

判例は分かれており，United　S七ates　v．Hugsでは，同じ許可制の内容を，

ワシの死骸が宗教目的に使われるこ一とを保証する。「必要最小限の」一情報であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛4ヨ〕るとして，・被告人め主張を認めていない。

　（6）養育費支払いの強制1Hunt　v．Huntは，宗教上の理由から父親が養

育費の支払を拒んだことが発端である。信者は，個人の所有物を持たず，共

同体のために教会が経営する事業で働いて必要な衣食住を得ており，また，

教会は有責でない離婚を認めず，共同体を離れて生活する子供の扶養を禁じ

（42）　104F．3dユ522．1530－31　（一9th　Cir．ユ997）．

（43）　67F．3d883，885－86　（9th　C｛r．ユ995）．

（44）957F．Supp．1225．1228－29（D．N．M．1997）．

（45）　109F．3d1375．1378（9th　Cir．ユ997）．
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ていた。共同体を離れ，後に離婚した妻が養育費ρ支払を求め，家庭裁判所

の支払命令に従わなかった父親は法廷侮辱罪で収監された。・州最高裁の判決

・は；①父親は宗教上ρ理由で家族を扶養できず，一扶養義務を果たすために共

同体の外で仕事を求めるのは信仰に反すると認めながら，②親の扶養義務は，

子供に安定・をもたら」し，。必要な公的支出を減らし一一親ρ子に対する責任を増

進するから，極めて重要な公の利益に当たり，他に実際的な方法のない状況

で、裁判所による支払命令は，もっとも．制限の少ない方法であると。し仁し

かし，③法廷侮辱罪の適用は，教会共同体の外に出られない一父親にとって，

入獄か宗教的信念の侵害がという過酷な選択を強いるとして，法廷侮辱罪に

　　　　　　　　　　　　　　　｛4缶〕
よる収監命令を破棄・差し戻したρ

　厳格な審査によって訴えを退けたものに，クリニック受診自。内法が問題と

な．ったAmericanLifeLe孕gue，Inc．v．Renoがある。判決は，中絶への反

対は，．平和的なヒケ等一による妨害活動を求めているとの主張を容れて，実質

的な負担を認めたが，受診自由法は，①公衆衛生の増・進や公共の。安全の保護

といった，極め．て重要な利益に仕えるものであり，②暴力や物理的妨害に対

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛岬〕
象を限っている規制は最小限の規制であると述べた。

3．小　　　括

　判決の多く＝が，宗教の自由回復法による訴えを認め．なか？’た背景として，

裁判官一般の持つ傾向が指摘されている。第一に一，．裁判官は，’およそ一般法

の適用免除を求める訴えを快・く思っていない6いったん訴えを認めると，認

めないもの。との区別がつかなくなって，「破滅への滑落（s1ippery日1ope）一」

（46）　648A．2d843，85ユー54（Vt．ユ994）．

・（47）　47F．3d642，656（4th　Cir．1995〕，oθrt．d舳…召d，1ユ6．S，Ct．55（1995〕．

　　この他に，He1旭ndナSouth　Bend　Communi七y　Soh．Corp．，93F．3d327（7thCir．ユ996）

　　は，公立学校の授業で聖書の布教をした補助教員の雇用を打ち切るのは，公的機関に宗教の

　教え込みを行わせないという意味で．極めて重要な禾1」益を実現する最小限の方法であるとし

　　た。また，Lumpkin　v．Brown，109F．3d1498（9th　Cir…997）は，同性愛を非難した聖職
　者を市の人権委員から解任したのは，反差別赦策を守るという極めて重要な禾■j益に仕えてい

　　ると述べた。
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に至ると恐れている。第二に，宗教が持つ特殊性がある二①高等教育を受け

た裁判官は，宗教への熱烈な傾倒に対して懐疑的になりがちである。②宗教

を顧る詐欺的請求の可能性に敏感である二一③宗教を理由とする免除が，国教

禁止条項に違反寺る危険を察知する裁判官一もいる。④事件の判断1生際して，

裁判官自身が持つ，宗教に対するさまざまな偏見を分けて考えることが難し

い。従って，宗教に対する依枯贔辰に左右されながら免除を認めるよりも，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く4日〕
始めから免除を認めない方がまし，と考える可能性が生まれる…。

　このような傾向は，厳格な審査が（公式には）採られていた時期から続い

ていたと言えよう。にもかかわらず連邦議会は，単純に厳格な審査を復活す

る法律を制定してしまった。いかなる法律を制定しても，それを運用する裁

判官の心理的傾向を変えることは難しい。しかも二「実質的な負担」，「極め

で重要な公の利益」，「もっと。も制限め少ない方法」といった，’従来の判例が

用いてきたものではあるが’それ自体は抽象的な言葉を用いたために，裁判

官は，厳格な審査の要請を骨抜きにして，政府・規制尊重め判断を広範に行

なうことが容易になろたのである。

　このような形で法が運用されるのであれば，宗教側か勝訴することは難し

く・なる。そればかりではなく，行政側は裁判に持ち込めば勝てるから，裁判

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1例外の協議における宗教側の交渉力・も弱ま・ることにな一るのである。

一訴えが認められた事件には，一宗教活動の・「好ましい」側面に関わる一も一のも

あれぼ，「武器を持つ生徒，一ワーシ殺し，強情な養育義務者」のように，少数

派宗教の，一二般人には受け入れ難い慣行を認めるものもあった。このために，

「法わ支持派も反対派も，宗教の自由回復法め記録に完全には満足できず，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹〕それを無視する傾向一がある・」と評さ一れた。法の目一的は権利の保護であって，

社会の評判ではない。ただ，成立を推進した者にとって，その効用を喧伝で

（48）　Lupu，苫阯ρrαnoto19，at593．

（49）〃．at597．

（5g）　Lupu，Wんツ的e　Co几8r虐囎ωα3Wroπ8α兀d　亡hε　Cou柱．ωα3．月三g肋一月直〃eo古三〇πs　oπ

　C伽。∫Bo直rn百U．1〃。r百s，39WM．＆MARY　L．REv．793，804n．57（1998〕．
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きる結果にな・らなか？たことは確かであ・る・

　宗教の自由回復法が長期問に。わたって・運用されていれば，あるいけ裁判

官の傾向も変わり，丁輝社会に法の効用を誇ることができる判決が増えて行

ったのかも知れ。なレー㌔しか．し最高裁は・，そのような時間を与えはしなかっ

た。

lV．最高裁による違憲宣告 フローレ1ス判決

1．判決内容

　最高裁が，．宗教の自由回復法を初めて正面から取り扱ったのは，・1997年の

City　of　Boomθv．F1ores事件であった。・・教会が、信徒が増えて手狭になっ

た礼拝堂を拡張。しようとしたところ，市当局は，。歴史景観保存を定める条例

を理由に拡張工事許可申請を拒否した。教会側は，・宗教の自由回復法を根拠

に拒否処分の取消を事やる訴えを起こし，法の合憲性が争われたg。地裁は違

憲，控訴裁は合憲と分かれたが，最高裁は6対3で宗教の自由回復法を違憲

と判断し，控訴裁判決を破棄レた。

　a）ケネディ判事の法廷意見は，・宗教の自由回復法は，憲法修正14条5節

に反するという。・r連邦議会は，憲法修正14条。が定める実施権限（enforce－

ment．poWe平）に基づいて，極めて広範な射程と実体を持つ宗教り自由回復

法・・’を定め，州に対して要求を課している。修正14条は，『第1．節　…州は一，

合衆国市民の特権または免除を縮減する法律を制定または実施してはならな

い。州は，何人の生命，自．由または財産も，法の適正な手続によら．ず・に奪．っ

てはならない。・州は一．・その管轄下において，．何人にも．法の平等な保護を否定

してけならない。一…第5節　連邦議会は，適切な立法によって，本条の規定

を実施する権限を有する。』と定める。両当事者は，宗教の自由回復法は，

連邦議会が，5節の定める『適切な立法』によって，［第1節の一 n憲法上の

保障を『実施する」’権限を正当に行使したものであるか否か，意見が一＝致し
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　　　　㈲〕　　　　　　　　　　個2〕
ていない」。194P年以来，．連邦憲法が保障する宗教活動の．自由は，・修正14条

1節の「自由」に含まれ；州についても保障されるとする判例が確立してい

るために二この条項が問題となったのである。

　それでは，連邦議会の行動が「正当な」権限行使とされ・るのは，いかなる

場合なのか。①r憲法違反を防ぎまたは救済する立法は，連邦議会の実施権

限の範囲内となり得る。…連邦議会の権限は，修正ユ4条の規定を『実施する』

ことにのみ及ぶ。一最高裁は，．この権限を．．『救済上の（re血edia1）」と呼んで

きた。修正14条の意図と5節の文言は，連邦議会は，修正14条による州に対

する制約の実体．（substance）を定める権隈を持っという考えとは整合しな

い。宗教活動の自一由条項の意味を変える立法は，条項の実施とは言えない。…

連邦議会が与えられたのは，『実施する』権限であって，何が憲法違反にな

るのかを決める権限ではない」。②r救済」とr実体」・は，どのように区別

で・きるのか。「予防または救済すべき損害と，目的のために採ら．れる手段と

の間には，適合（congm㎝ce）と均衡（proportionahty）．がな一ければなら

ない。そのような関連のない立法は；’運用と効果の点で実体的なものとなる

　　　　　　㈱〕
可能一性がある」。③さらに，「修正14条の意図は．，連邦議会と司法府・との伝統

的権力分立を維持することでもある」一として，権利章典（修正！～8条）と

同様，修正14条についても，一一第一次的解釈権は司法府にある一と述べている。

つまり連邦議会は，権利侵害の危険に対処することはできるが’権利の内容

を決めることはできない，。決めるのは裁判所だ，と言うのである。その理由

は，「連邦議会が，修正ユ4条の意味を変えることで自らの権限を定義できる

ならば，もはや憲法は『通常の手段では変えられない，．最高次の法』ではな

く一なってしまう。…変動する立法府の多数派が憲法を変え，憲法第5編が定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制〕める，困難で詳細な憲法修正手続を実質的に逃れられる」点にある。

（5ユ）　117S．Ct．2157．2162　（ユ997〕．

（52〕　Cantwen　y．Comecticut，310－U．S．296（1940〕．

（53）　117S．Ct．at2163－64．

（54）〃at2166．2168（二重括弧はMarbury　v．Madi昌㎝，工Cranoh137，王77［1803］），
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　教会側は，宗教の自由回復法は，スミス判決が定義した宗教活動の自由を

保障する合理的方法であると主張一した。連邦議会は，宗教的信念や慣行を狙

い撃ちにする法律に対する救済または予防のため，そして法律め違憲性を証

明する困難を避けるため，宗教活動に実質的な負担を課している法律に対処

する連邦法を制定したというのである。そこで法廷意見は，修正14条わ実施

と。し・て制定された投票権法（Voti㎎一宜ights　Act）との比較から，宗教の自

由回復法の違憲性を一論じる。①「立法記録には，一般に適用できる法律が，

宗教的偏見のために成立したとする現代の例が欠けてい。る。公聴会で詳述さ

れた，我が国における迫害の歴史は，過去40年間に起きた事件には触れてい

ない・」。。②「宗教活動の自由回復法は，…目的との均衡をあまりに欠いてお

り，違憲の行動への対応または予防を企図するものとは理解できない」。投

票権法の領域では，対象とする地域（人種差別が激しかった地域），法律

（州の投票権法），禁止される資格要件（読み書き検査等）を限定していたが，

宗教の自由回復法の適用には限定がなく，すべての段階の政府，法律及び行

為を対象としている。③法が採用した基準も，目的との適合と均衡を欠いて

いる。「州に対して極めて重要な利益を示し，その利益を達成するもっとも

制限の少ない方法をとったことの証明を求めるのは，憲法上，もっとも要求

の厳しい（de㎡andi㎎）基準である。…スミス判決の下で有効な法が，宗教

の自由回復法の下では…目的にかかわらず，違憲となるであろう。・・一これは，

州の特権と，市民の健康及び福祉のための一般的規制権限に対する連邦議会

の重大な介入である一」。「数多くの国法が，大多数の個人に実質的な負担を課

しているのは，現代規制国家の現実である。一般に適用される法によって，

宗教活動が偶然に負担を課されたからと言って，影響を受けた者が他の市民

以上に負担を課されたとか，・宗教的信念のためにのみ負担を課されたという

　　　　　　　　価〕
ことにはならない」。

　こうして法廷意見は，「修正14条の実施権限に関する連邦議会の権限は広

（55〕〃．at2！69－71，
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範だが，宗教の自由回復法は，権力ρ分立と連邦の均衡を維持するために必

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱〕要不可欠。な原則と矛盾してい．る」と緒論す。るのである。

　b）ステイ』ヴンス判事の短い同意意見は，宗教の自由一回復法は国教禁止

条項に違反すると述べる。教会は中立的法律の免除を認められるが，無神論

者や懐疑論者は認められない。これは政府による，宗教の非宗教一に対する優

　　　　　　　倣〕
遇であるという。

　C）．オコーナー判事の厚対意見は，スミス判決を前提にするなちば，法廷

意見の論理に賛成できるという。「連邦議会は，一憲法上の権利の範囲．を，」独

自に法律に一よって限定ま・たは拡大する資格を一もたない」。しかし，スミス判

決は判例及び歴．史上の根拠を欠いているので，「スミス事件における当法廷

の判決を再検討すべき．であり，まさ・に本件でそ・う二すべきであると信．じる」と

　　　　　　　　　　　　　　　　憾〕
して，一厳格な審査の復活を主張する。・反対意見の大部分は歴史的考劉＝こ充て

られ，結論として、「我が国の建国者だ。ちは，自主的な宗教．的表現を受け人

一れる共和国を構想したρであり，一般に適用できる法と衝突しない限りは宗

教的表現を認める世俗的社会を構想したのではな㌢・。…宗教活動の自由条項

は，たとえ信仰者の行為が一般に適用される。法と緊張状態・に。あっても，政府

の許し難い干渉な一しに宗教活動に。参加する権利を積極的に保障し一た・ものとし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱〕
て理解するのが適当であろ」一一と述べている。

　また，スータ」一判事の反対意見は，ルクミ判決（I－2）の同意意見を引

いてスミス判決を疑問視一しながらも，スミス判決の是非につい．て弁論が行な

われなかったことを理由に，本件を再弁論に付さない・のならば；・裁量上告を

（56）エd．且t2172．

（57）〃．

（58）∫d．at2176－78．

（59）μat2185一これに対してスカーリァ判事の一部同意意見（ステイーヴンス判事が同調〕
　は，歴史研究は免除の可否をめぐって分かれセおり．宗教活動の自由が免除を命じたとする

　のはあり得る解釈の一つに過ぎないと述べ，免除を認めた判例が連邦にも州にも．ないこ．とを

　考えると；むしろ歴史分析はスミス判決を支持していると反論する。ただ，ろミス判決と同

　様，、免除の可否を決めるのは裁判所ではなく「人民」であると述べているが，宗教の自由回

　復法が，人民の代表者である連邦議会の立法であることをどのように説明するのであろうか
　（∫d．a七2172－76）。
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却†すべ・きであ島と。述べている。フライアー判事一も再弁論を主張・し，修正14

条の解釈論に触れる必要はないとの留保を付けながら，オコーナー判事め反

　　　　　　　　　　　　㈹〕対意見に加わると一している。

2．判決への反響

　宗教の自由回復法の制定を推進し，フローレス事件では教会側の代理人と

して最高裁で弁論も行なったレイコック（D．Laycock）は，合憲論と違憲

論の間には激しい原理上の対立があったと指摘しながら1判決を批判してい

る。①法廷意見は，裁判所の憲法解釈を超えて権利を保障する法律は実施権

限の逸脱としているが，平等保護に関する判例は，1982年投票権法（最高裁

判決を覆して人種的少数派に有利な選挙区の設定を認める）一や，’1964年市民

の権利法・（Civi1Rights　Ac亡）第7編（少数派や女性に対する不当な雇用差

別を禁じる）等めように，広範な権利を保障する法律を支持している。実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛冊〕
権限の逸脱一とされたOregon　v．Mitche11は，不安定な多数派による判決で

　　　㈱〕
あった。②連邦制と連邦議会の役割の捉え方が異なる。違憲論は，・連邦議会

（強力な中央政府）’が自由への脅威である’と考えられていた合衆国憲法制定

当時の発想だが；合憲論は；’＝連邦議会が南部を抑えて人種差別の撤廃を始め，

自由の保障に主要な責任を持つようになった南北戦争後あ変革を前提とす

　㈱〕

る。③従来の判例は，裁判所が州の裁量を割腹し，人民の自由について一「床

（下限）」を設定する一ものであづた。これに対してスミメ，フローレス判決は，

州の裁量を拡大し，・・連邦は州権の拡大によって拘束されるとしており，’連邦

による州における自由の保障に「床と天井」という上下の限界を設けてしまっ

た。これは修正14条の制定者意思に反する。南北戦争直後の連邦議会は，保

守的な最高裁には期待せず，連邦議会の「適切な立法」による実施権限を盛

（60）〃．日t2185－86．

（6ユ）400U－S。ユエ2（ユ970）。全国的に選挙権隼齢をユ8歳に引き下げる連邦法を違憲とした。

（62）Layoook，舳〃d　n〇七eユ8，at748－57．連邦議会の立法権限については多くの議論がある

　　が，これを分析するのは本稿の目的を越える。
（63）∫d．at759，762．
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　　　　　　　　値〕
り込んだのである。④法廷意見は，連邦議会に許される「救済」と「実体」

を区別する基準として，目的と手段とρ適合と均衡を挙げているが，これ．は

法律の必要性に関ずる裁判所の判断ド依存するものであ糺必要性という程

度問題を判断するのは，最高裁が社会経済立法について積極的な審査を行なっ

　　　　　　　　　　　　　　㈱〕
ていた1937年以前の再来である。⑤スミス，！レクミ判決は，個人．ご仁に行政

上の申請審査が李ろ場合，宗教的理由についての不利を処分には厳格な審査

を行なう可能性を示。しているが，審李過程における不利な判断を立証するこ

とは難しい。少数派宗教に対する反感は強く，偏見による行政判断の危険は

大きい。宗教の自由回復法は，立証負担の軽減に意義があった。津廷卓見は、

宗教に対する最近の抑圧の例が立法記録になし咋述べているが，敵意を向け

られているのは，いわゆるカルト宗教や，一ルクミ事件でのサンテリア教会の

ような少数派・・不人気宗教であり，議会の多数派を立法に向かわせるには’．

宗教の自由という「最高次の原則」を掲げ，近年の抑圧に言及．しない必要が

　　　｛㈲
あった。⑥土単利用規制は中立的に見える法規制だが；新宗教に対する敵意

を背景にした差別の余地（教会新譜時等）が大きい。本件で間輝ξなった歴

史景観保存も，教会が対象になる可能偉が強く，指定を受けると，教会を拡

張して信者の要望に応えたり，処分して移転することも難しくなり，宗教に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛帥
は不利な規制である。判決はこの点を軽視してい糺

　これに対して，違憲論・を唱えてきたアイスグルーバーとセイジャー

（C，L．Eisgruber＆L．G．Sagθr）．は，ろミス判決を基本的に正しいと認めて

フP一レス判決を評価する。①修正14条5節の実施権限の解釈については，

立法に当たる連邦議会の判断を尊重しながら，＝文法が憲法上の目的に適応し，

憲法の文言及び精神と調和することを求めている点で，以前の判例とさした

る違いはない二判決は，実施権限の解釈よりもむしろ，宗教の自由回復法が

（64）∫d．at764－66．

（65）・∫d．at770－7ユ．

．（66）〃．at772－75，777．

（67）〃．乱t780，789－91．
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求めた厳格な審査を。「憲法上の変員u」（スミス判決）として退けた実際上の

　　　　　　　　　㈱〕効果の点で重要である。②スミス判決以前の基準とされてきた厳格な審査は，

。実際には適用されないことも多く，一「理論上は厳格，実際には致命的」（ガン

ザー）’ではなく二「理論上は厳格；実際には極めてひ弱」の一状態にあった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛3日〕スミス判決が二一一貫性と原則一を欠いた審査を退けたことに賛成する。③宗教

の自由向復法には二国教禁止条項違反の可能性がある。宗教的主張にのみ規

制の免除を認めており，平等あるい・は宗教に対する優遇禁止の観点から，正

当化することが難しい。判例は，表現の自由に対する付随的負担には，厳格

　　　　　　　　　　日。〕
な審査を適用していない。④権力分立の点でも問題がある。宗教の自由回復

法は，「裁判官に対して，法的用語を自・分自身の・最善の一判断に反する方法で

解釈するように命じていえ」。「連邦議会は，司法府に対して，・司法府が不可

能と宣告した…ことをせよと述べただけである。それは連邦議会が通常行な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬1〕
う立法の方法ではなく，そうすることには何の正当性もない」。

　ゲディックス・（F．M．・Gedicks）は1規範的論拠からはともかく，20世紀

め法文化では，一一宗教的主張のみに対する免除を理論的に正当化することはで

　　　　　　○里〕きなレー・と論じる。・①憲法は多くの権利を列挙しており，宗教活動の自由が含

まれているからと言って，免除を認めているとは言えない。②制憲者意思を

論拠とする者の結論も，「免除は当時知られていなかったわけではなく，従っ

て宗教活動の自由条項が免除を含んでいるとの理解に二は矛盾しない」との程

度にとどま一り一，・否定論も多い。③免除は信者のr（神と国家に対する）忠誠

の衝突」を取り除く一とする議論は，過大かつ過小包摂である。神の命に従わ

ない者が死後に罰されることを否定する信者は多い。他方，非宗教的信条を

（68）　Chri昌tgphor　L．Ei豊grubor＆Lawr日noo　G．Sagor，0oπgrε畠sミ。ηα土Poω召rαπd五ε’ミg三〇眺

　L比εrむ・αれεF　C比ツ。／B02mo口F正。rε苫；1997SUp．CT．REv．79，一96－98．

（69）〃．at99－101，103－04．

（70）〃盆t112，122．

（7ユ）エd．且t135－36．

（72）　Fredoriok　Mark　Gediok自，λ兀σ〃か㎜Fo阯兀dα批。〃r如月昭rε批α6’偉∫ηd4ε閉捌胱ツ。／

　肋上…g…o阯s服伽ψ㎝壇，20U．ARK．LITTLE　RocK　L．J．555（ユ998）．この問題は本稿筆

　者の重要な関心事であり，拙稿・前掲注（2）でも詳論した。
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持つ者が，精神的苦痛に苦しむことがある。個人の自律に対する自由主義の

志向は，選択の対象（宗教か非宗教か）ではなく，一選択の自由に価値を認め

ている。」④宗教を特別に保護することで，暴力や社会秩序の破壊を・避けられ

．るとする議論は；宗教への抑圧が，．非暴力的差別や敵意を持つ．た冷淡さの形

で現れる現代では通用し．ない。・現代型の抑圧は人種差別問題にも深く関わる

が，人種差別に関する審査基準以上の保護を宗教に認める．（差別の意図の存

在を立証する必要がない）のは均衡を失する。一⑤宗教は社会の善に寄与する

独特の存在であるという主張もあるが，宗教と宗教人が倫理性を独占してい

るわけではない。

　判決の直後に開かれた連邦議会の公聴会では，レイコックを含む証人が判

決を批判し，憲法修正や新規立法を唱える世論もあったが，今のところ，実

　　　　　　　　　（73〕
現には至っていない。

V．現状と展望

1．最高裁の意見分布

　90年代の3つの判決を通じて，最高裁は厳格な審査を大部分の領域で放棄

する態度を堅持した。スミス判決の票決は5対4であったが，フローレス判

決は6対3で，この流れは強まっているとも言えよう。現在，宗教活動の自

由条項に対する最高裁判事の意見は，次のように分かれる．。

　①行政判断の尊重／厳格な審査の放棄（5人：レーンクイスト［長官］，

スカーリア，ケネディ，トーマス，ギンズバーグ）。

　②国教禁止条項（宗教優遇禁止）の強調／厳格な審査に反対（ステイーヴ

ンス）。

　③宗教活動の自由を強調／厳格な審査の復活（2人：オコーナー．1ブライ

（73）　S鎚、Linda　Greenhou目3，Lαωλrθσrg百d亡。　Pro施砒刀直＝土8三〇兀，N．Y・T1M鉋s，Ju1立ユ5．

　1997，at　A15［公聴会の報道］；Lupu，s吻rαnote50，直t793n．4．
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アー・）。

　④厳格な審査に好意的だが，結論を留保（スータ汁）。

　アイスーグルーバーとセイジャーは，最高裁は；平等を一重視する立場によっ

て，宗教条項の2つの要素を収敏する方向に移るてい二る一と見る一。一国教禁止条

項では，宗派学校の生徒に対する財政援助を緩やかに認めるようになってお

りジ宗教活動の自一由条項では一 C前述の立場が固まっている。そこで，「最高

裁は，世俗か宗教か・・主流か傍流．か一にかかわらず，すべての個人の深い傾倒

（COmmitdehtS）を平等に扱うという政府一の基本的義務を，．次第に強調す

　　　　　　　　　　　　　　　　｛刊〕
るようになっている」と言うのである。

2．「厳格な審査」は不可欠か

　宗教の自由回復法が否定され，スミス判決が示した方向が続くのは，一見

すれば宗教活動の自由に不利な状況である。しかし他方で，個別の立法によ

る対処も行なわれている。軍隊内での宗教的服装への配慮や，・先住アメリカ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛冊〕
人によるペヨーテ儀式の保護を定める連邦法がその例である。

　ルフは，宗教の自由回復法が期待に反する結果に終わ一ったことを指摘しな

がら，「宗教の自由は近い将来に，より適切な保障を受けることになろう」

と述べる。①アメリカの法文化は，一政府の宗教的迫害からめ自由という思想

に共感｛を示しており，法制度も，明白で意図的な弾圧には敏感になっている

（ルクミ判決）。②スミス判決には最高裁判事に一も・反対があり，今なお続いて

いる。最高裁は；連邦議会が裁判所め憲法解釈を覆すことを認める一よりも，

自ら判断を再検討する可能性の方が大きい（実現していな・いが）。③法律家

や学界は，スミス判決から；積極的な可能1性・（一個別の・申請審査，「複合」請

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（冊〕求，非中立的規制には厳格な審査の余地がある）を見出していくであろう。

　「複合」請求の例に，宗教学校における宗教教師の雇用関係の問題がある。

（74〕　Ei畠grubor　＆　Sager，8岬rαnoto68，a士／23．

（75）　8目ε，1O　U．S．C．§774；42U．S．C．§ユ996（1994）．

（76）　Lupu，sμprαnoto19，a土598－99．
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Powe11v．Staffordは，カトリック高校によるカトリック神学教師の雇用

量新打ち切りに，雇用における年齢差別法を適用するのは，宗教関係に介入

する点で宗教活動あ自由及び国教禁止条項（過度の関わり合いの禁止）に反

　　　　　｛η〕
するとした。E．E．O．C．v．Catho1icUniversity　of　Americaも，カトリッ

ク大学によ一る尼僧の在職権（tenure）拒否について，宗教関係の雇用は，市

民の権利法第7編が定める性差別禁止の例外であり，法の適用は宗教活動の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱〕自由に反し，雇用機会均等委員会の調査は国教禁止条項に反するとした。い

ずれも宗教の自由回律法を適用しているが，修正1条違反をも論じている。

　宗教の自由回復法を適用せずに宗教側の主張を認めた事件もあった。

Rader　v1Johnsonは，新入学生に入寮を義務づける州立大学規則は，宗教

活動の自由を侵害するとした。原告は宗教の自由回復法の適用も求めたが，

地裁判決は，宗教的に申立な規制でなければ，「実質的な負担」の存在を立

証する必要がないとの鉦由で，専ら憲法解釈を論じた。さまざまな理由から，

入寮規則の例外が三分の一近い学生に認められており，宗教的理由による例

外を認めないのは申立的な規制に当たらないとして厳格な審査を行ない，入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹．寮の強制には極めて重要と言える利益がないと述べている。Kee1er÷．

Mayor　and　City　Counci1of　Cumber1andでは，歴史保存地区にある修道

院と礼拝堂を改築するために必要な解体許可の拒否が問題となった。地裁判

決は，宗教の自由回復法は権力分立違反で違憲としたが，条例が歴史保存の

例外として，市の利益や所有者の保護等を挙げていることを理由に，申請の

個別審査を認める規制として厳格な審査を行ない，極めて重要な利益を認め

ず，宗教活動の自由を侵害し，州憲法にも反すると述べた。また，解体を拒

否して保存を命じるのは，憲法修正5条が禁じる「補償のない財産収用」に

　　　　　　　　　㈱〕
当たるともしている。

（77〕　859F．Supp．1343（D．Co1o．1994）．

（78〕　83F．3d455（D．C．一Cir．1996）、

（79）　924F．Supp．ユ540（D．Neb．1996）．

（80）　940F．Su台p．879（D．Md．1996）．
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　宗教の自由回復法だけでなく，連邦及び州の憲法の諸条項も，宗教側の。主

張を認やるために用いられたこ．とを指摘して，ルフは言う。．宗教側の勝訴が

示しているのは。「宗教が重大な害悪を被り，害悪を加える州の利益が弱い

ときに一・裁判所が競合する公正を判断して宗教を保護する能力」で奉る。裁

判官が，「『真に共感を示す』事件で宗教に有利な判．決を下すのも、，『真に冷

淡な』．事件で解釈によって宗教の自由回復法を弱めたのも，同様に起こり得

る」。そして，「宗教による免除が．もっともうまくいぐの・は，免除幸支配する

法が，。コモン・口」の方法午こ深く根ざし，事実に限定さ一れ，すべてを包括す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛趾〕
る規範とは弱い結びつきにとどまる場合ではないか」一「事件ご一との利益

衡量」の推奨である。

　これは・やや楽観的に過ぎる見方ではなかろうか。判例年示すりは・．宗教

。の自由回復法を準用レたにせよ，申立で†般に適用される規市■」でないと判断

したにせよ，免除を認める上で厳格な審査が果たした役割は大．きいというこ

とである。他方，この分野で見ら．れたのは，厳惜な審査がかえって重荷とな

り，十分に活用されなかったという事実である（．皿一1，3）。もし「実質的な

負担」といった入口要件を外して厳格な審査を求め，る法を制定したとすれば，

今度は・「厳格な」審査そのものの操作・輝和が起こったのではなかろうカ㍉

厳格な基準を一般的な審査基準．として予め設定することは、必ずし．も望まし

い結果を生まない，という意味ではルフの主張は正しく，．そのように考える

と，厳格な審査の適用を限定したスミス判決の方向は，一概に否定すべきで

　　　　　　　　　　　｛朋〕
はないとも言えるのである。

（8二）　Lup■，ψρ〃エ1ot3ユ9，畠t600－Oユ．

（82）Gedicks，s哩rαnote72，at572－73は，スミス判決は．’宗教的行為の付随的規帝一」には合

　理性の基準の適用を求めただけであるとして、表現の自由と同様の基準を検討すべきである，

　と中間的解決を説く。CヅUnit日d　States　v．OIBrien，391U．S．367（1968）．
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